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総量規制基準について 
 
１．総量規制基準 

総量削減目標を達成するために、指定地域内事業場に適用する排出負荷量の許容

限度 （※指定地域：大阪府にあっては全域） 

 

  適用対象  １日当たりの平均的な排出水の量が 50 ㎥以上の指定地域内事業場 
        （※排出水：特定施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水） 
 

  基準の算定式   Ｌ ＝ ∑Ｃ×Ｑ×10-3 
※各工程の業種及びその他の区分ごとに設定されたＣ値と特定排出水の届出
最大水量（Ｑ）の積の総和（冷却水は含まない）。 

 

     ここで、Ｌ：総量規制基準（kg/日） 

         Ｃ：都府県知事が定める業種ごとの値（mg/L） 

         Ｑ：特定排出水（排出水のうち、専ら冷却用、減圧用その他の用途でそ

の用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された

水以外のもの。）の量（㎥/日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

上図の場合の総量規制基準（Ｌ）は、 
 

        Ｌ ＝ （ＣＡ×ＱＡ ＋ ＣＢ×ＱＢ ＋ ＣＣ×ＱＣ）×10-3 
 

 

資料２－２

工程Ａ（業種区分：非鉄金属製造業）
施設 a→施設 b→施設 c→ 

排水処理
施 設 

（放流） 

届出最大水量：ＱA 

排水基準 

※事業場の最終排水口に 

おける排水の濃度を規制

（参考） 

非特定排出水（間接冷却水） 

Ｃ値：ＣA 

雑排水Ｃ（し尿浄化槽） 
Ｃ値：ＣC 

工程Ｂ（業種区分：電気めっき業）
施設 d→施設 e→施設 f→ 
 

Ｃ値：ＣB 

届出最大水量：ＱB 

届出最大水量：ＱC 

《事業場の例》 
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２．時期区分 

新増設に対応して、それぞれの「業種その他の区分」（以下、「業種等の区分」と

いう。）ごとに、下表の時期区分を行っている。 
 

表  Ｑ（特定排出水の水量）の時期区分 

時期区分別水量 ＣＯＤ 窒素 りん 

S55.6.30以前の水量 Ｑco 

S55.7.1～H3.6.30に増加した水量 Ｑci 

H3.7.1～H14.9.30に増加した水量 

Ｑno Ｑpo 

H14.10.1以降に増加した水量 
Ｑcj 

Ｑni Ｑpi 

 

Ｃ値は、Ｑの時期区分ごとの水量に対応して、都府県知事が定める。 

  例）ＣＯＤの場合   Ｑcoに対応 Ｃco 

                          Ｑciに対応 Ｃci 

                          Ｑcjに対応 Ｃcj 

 

３．Ｃ値の設定方法 

 

 環境大臣が業種等の区分ごとに時期区分に応じて範囲を定め、都道府県知事がそ

の範囲内でＣ値を告示する。 
 
（例）非鉄金属製造業の COD の場合 

環境大臣の告示 

  業種等の区分 Ｃco Ｃci Ｃcj 

 非鉄金属製造業 10～30 10～20 10～20 

 

      知事の告示 

 業種等の区分 Ｃco Ｃci Ｃcj 

 非鉄金属製造業 15 10 10 

 

 

４．総量規制基準の設定 

 総量規制基準は、下記の計算式により算定する。 

 

COD    Lc (kg/日）＝（Ccj・Qcj＋Cci・Qci＋Cco・Qco）×10-3 

窒素   Ln (kg/日）＝（Cni・Qni＋Cno・Qno）×10-3 

りん   Lp (kg/日）＝（Cpi・Qpi＋Cpo・Qpo）×10-3 

 

 


